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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

山
梨
県
内
の
各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
医
師
が
同
表
に
掲
げ
る
場
所

等
で
当
該
業
務
を
行
う
旨
承
諾
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

医
師
の
氏
名

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

金
井
　
隆

甲
府
市
朝
気
二
丁
目
一
番
二
十
二
号
　
か
な
い
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
梨
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

山
梨
県
総
合
県
税
事
務
所
長
　
　
入
戸
野
　
　
昭
　
　
芳

氏
名
又
は
名
称

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

指
定
取
消
年
月
日

日
原
株
式
会
社
　
代

山
梨
県
塩
山
市
下
塩
後
三
九
四
番
地

平
成
十
五
年
六
月
三
〇
日

表
取
締
役
　
長
野
正

郎

公
　
　
　
告

'

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

敷
島
町

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
三
年
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

敷
島
町
漆
戸
の
一
部
地
区

五
　
認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

'

山
梨
県
道
路
公
社
が
行
う
有
料
道
路
の
料
金
の
変
更
に
つ
い
て

山
梨
県
道
路
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
告
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
七
条
の
十
二
第
四
項
及
び
第
七
条
の
十

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
有
料
道
路
の
料
金
の
変
更
を
行
う
の
で
、
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
二
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

十
一
月
二
十
七
日

第
千
四
百
三
十
三
号

木　曜　日



平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

山
梨
県
道
路
公
社

理
事
長
　
　
樋
　
　
口
　
　
宙
　
　
輝

一
　
対
象
路
線

富
士
山
有
料
道
路

河
口
湖
大
橋
有
料
道
路

清
里
高
原
有
料
道
路

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路

二
　
料
金
の
う
ち
障
害
者
割
引
に
関
す
る
事
項
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

障
害
者
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
に
基
づ
く
福
祉
に
関
す
る
事
務
所

（
市
町
村
が
設
置
し
た
も
の
に
限
る
。）
又
は
当
該
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
に
あ
っ
て
は

当
該
町
村
に
お
い
て
、
事
前
に
本
割
引
適
用
の
た
め
の
必
要
な
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
へ

の
必
要
事
項
の
記
載
の
手
続
が
な
さ
れ
、
当
該
手
帳
に
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
が
記
載
さ

れ
た
次
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
現
金
で
徴
収
す
る
料
金
の
割
引
率
を
五
割
以
下
と
す
る
。

イ
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
十
五
歳
未
満
の
者
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
が

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
護
者
を
除
く
。
以
下
「
身
体
障

害
者
」
と
い
う
。）
が
、
自
ら
運
転
す
る
乗
用
自
動
車
（
自
動
車
検
査
証
の
「
用
途
」
欄
に
乗
用

と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
。
以
下
障
害
者
割
引
に
お
い
て
同

じ
。）、
貨
物
自
動
車
（
自
動
車
検
査
証
の
「
用
途
」
欄
に
貨
物
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

後
部
座
席
が
設
置
さ
れ
乗
車
定
員
が
四
人
以
上
十
人
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
乗
車
設
備
と
荷
台
に

仕
切
り
が
な
い
も
の
又
は
乗
車
設
備
と
荷
台
が
仕
切
ら
れ
て
い
る
も
の
で
最
大
積
載
量
が
五
百
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
。
以
下
障
害
者
割
引
に
お
い
て
同
じ
。）、
特
種
用
途
自
動
車
（
自
動
車

検
査
証
の
「
用
途
」
欄
に
特
種
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、「
車
体
の
形
状
」
欄
に
車
い

す
移
動
車
、
身
体
障
害
者
輸
送
車
又
は
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
乗
車
定

員
が
十
人
以
下
の
も
の
。
以
下
障
害
者
割
引
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
二
輪
自
動
車
（
総
排
気
量

が
百
二
十
五
Ｃ
Ｃ
を
超
え
る
も
の
。
以
下
障
害
者
割
引
に
お
い
て
同
じ
。）
で
、
当
該
身
体
障
害

者
又
は
そ
の
親
族
等
（
配
偶
者
、
直
系
血
族
及
び
そ
の
配
偶
者
、
兄
弟
姉
妹
及
び
そ
の
配
偶
者
並

び
に
同
居
の
親
族
等
。
以
下
同
じ
。）
が
所
有
す
る
も
の
（
自
動
車
検
査
証
の
「
所
有
者
の
氏
名

又
は
名
称
」
欄
に
当
該
身
体
障
害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
等
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
又

は
割
賦
契
約
若
し
く
は
長
期
の
賃
貸
借
契
約
等
に
よ
り
自
動
車
を
利
用
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
自
動
車
検
査
証
の
「
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
欄
に
当
該
身
体
障
害
者
若
し
く
は
そ
の
親

族
等
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
。
身
体
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。）。
た
だ
し
、

営
業
用
の
自
動
車
（
割
賦
契
約
若
し
く
は
長
期
の
賃
貸
借
契
約
等
に
よ
り
自
動
車
を
利
用
し
て
い

る
場
合
以
外
で
あ
っ
て
自
動
車
検
査
証
の
「
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
若
し
く
は
「
使
用
者
の

氏
名
又
は
名
称
」
欄
に
法
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
、
自
動
車
検
査
証
の
「
自
家
用
・
事
業

用
の
別
」
欄
に
事
業
用
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
外
見
上
営
業
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
等
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。

ロ
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
（
十
五
歳
未
満
の
者
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
が
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と

き
は
、
当
該
十
五
歳
未
満
の
者
）
の
う
ち
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
等
級
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第

十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
等
級
を
い
う
。）
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者
及
び

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
を
二
以
上
有
し
、
そ
の
障
害
の
総
合
の
程
度
が
同
表
の
下
欄
に
準
ず

る
者
、
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号

厚
生
事
務
次
官
通
知
「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い
て
」
別
紙
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
療
育
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
障
害
の
程
度
が
「
療
育
手
帳
制
度
の
実
施
に
つ
い
て
（
昭
和

四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
児
発
第
七
百
二
十
五
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
）」
の
第
三
の
１

a
に
規
定
す
る
「
重
度
」
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
重
度
障
害
者
」
と
い
う
。）
が
乗
車
し
、
そ

の
移
動
の
た
め
に
本
人
以
外
の
者
が
運
転
す
る
乗
用
自
動
車
、
貨
物
自
動
車
、
特
種
用
途
自
動
車

又
は
二
輪
自
動
車
で
、
当
該
重
度
障
害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
も
の
（
自
動
車
検

査
証
の
「
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
欄
に
当
該
重
度
障
害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
等
の
氏
名
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
割
賦
契
約
若
し
く
は
長
期
の
賃
貸
借
契
約
等
に
よ
り
自
動
車
を
利
用

し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
自
動
車
検
査
証
の
「
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
欄
に
当
該
重
度
障

害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
等
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
。
重
度
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台

に
限
る
。）
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
こ
れ
ら
の
自
動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
重
度
障
害
者
を
継
続
し
て
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
者
が
所
有
す
る
も
の
（
自
動
車
検
査
証
の

「
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
欄
に
当
該
重
度
障
害
者
を
継
続
し
て
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
者

の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
割
賦
契
約
若
し
く
は
長
期
の
賃
貸
借
契
約
等
に
よ
り
自
動

車
を
利
用
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
自
動
車
検
査
証
の
「
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
欄
に
当

該
重
度
障
害
者
を
継
続
し
て
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
。
重

度
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。）。
た
だ
し
、
営
業
用
の
自
動
車
を
除
く
。

障
害
の
区
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
害
の
程
度

視
覚
障
害
　
　
　
　
　
　
　

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級
の
一

聴
覚
障
害
　
　
　
　
　
　
　

二
級
及
び
三
級

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

七
二
八



上
肢
不
自
由
　
　
　
　
　
　
　
　
一
級
、
二
級
の
一
及
び
二
級
の
二

肢
　
　
下
肢
不
自
由
　
　
　
　
　
　
　
　
一
級
、
二
級
及
び
三
級
の
一

体
　
　
体
幹
不
自
由
　
　
　
　
　
　
　

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

不
　
乳
幼
児
期
以
前
の

上
肢
機
能
障
害
一
級
及
び
二
級
（
一
上
肢
の
み
に
運
動
機
能
障
害
が

自
　
非
進
行
性
の
脳
病

あ
る
場
合
を
除
く
。）

由
　
変
に
よ
る
運
動
機

移
動
機
能
障
害
一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
（
一
下
肢
の
み
に
運
動

能
障
害

機
能
障
害
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）

内
　
心
臓
機
能
障
害
　
　
　
　
　
　
　

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

じ
ん
臓
機
能
障
害
　
　
　
　
　
　

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

部
　
呼
吸
器
機
能
障
害
　
　
　
　
　
　

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

障
　
小
腸
機
能
障
害
　
　
　
　
　
　
　

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級

害
　
疫
機
能
障
害

三
　
実
施
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

な
お
、
障
害
者
割
引
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
三
十
日
に
お
い
て
、
既
に
交
付
を
受

け
て
い
る
障
害
者
有
料
道
路
通
行
料
金
割
引
証
を
提
出
す
る
自
動
車
は
、
平
成
十
六
年
五
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
、
従
前
の
と
お
り
、
現
金
で
徴
収
す
る
料
金
の
割
引
率
を
五
割
以
下
と
す
る
。

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
（
月
）
午
前
十
時

二
　
開
催
場
所
　
韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
番
四
号
　
北
巨
摩
合
同
庁
舎
一
〇
一
会
議
室

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
韮
崎
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
南
下
条
穂
坂
線
の
都
市
計
画
の
変
更
に
つ

い
て

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
十
二
月
十
五

日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
峡
北
地
域

振
興
局
建
設
部
都
市
計
画
・
建
築
指
導
課
並
び
に
韮
崎
市
役
所
建
設
課
都
市
計
画
室
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

公
安
委
員
会

'

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
吉
　
　
●
　
　
信
　
　
一

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ス
ー

株
式
会
社

三
〇
〇
七
九
五

役
　
井
置
定
男

機

パ
ー
お
ば

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

け
ら
ん
ど

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｘ
２

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ハ
ッ

株
式
会
社

三
二
〇
七
〇
三

役
　
井
置
定
男

機

ピ
ー
チ
ェ

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

イ
ス
Ｆ

〇
一
番
地

一
号
ロ
（
別
表

第
三
）

第
三
種
特
別
電

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

七
二
九

害　 障　 部 内 由　自　不　体　肢



動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ハ
ッ

株
式
会
社

三
二
〇
六
九
八

役
　
井
置
定
男

機

ピ
ー
チ
ェ

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

イ
ス
Ｆ
２

〇
一
番
地

一
号
ロ
（
別
表

第
三
）

第
三
種
特
別
電

動
役
物

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ガ
チ

タ
イ
ヨ
ー

三
〇
〇
七
二
七

代
表
取
締
役
　
佐
藤
英
理
子

機

ン
コ
７
Ｐ

エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一

規
則
第
六
条
第

株
式
会
社

二
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ウ
イ

株
式
会
社

三
〇
〇
七
八
二

締
役
　
武
本
孝
俊

機

ン
タ
ー
コ

エ
ー
ス
電

東
京
都
台
東
区
東
上
野
三
丁
目
一

規
則
第
六
条
第

レ
ク
シ
ョ

研

二
番
九
号

一
号
イ
（
別
表

ン
　
Ｓ
Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ウ
イ

株
式
会
社

三
〇
〇
七
八
七

締
役
　
武
本
孝
俊

機

ン
タ
ー
コ

エ
ー
ス
電

東
京
都
台
東
区
東
上
野
三
丁
目
一

規
則
第
六
条
第

レ
ク
シ
ョ

研

二
番
九
号

一
号
イ
（
別
表

ン
　
Ｖ
Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
お
め

株
式
会
社

三
〇
〇
七
九
四

締
役
　
新
井
悠
司

機

で
と
う
ご

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ざ
い
ま
ー

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

す
Ｍ
Ｂ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
お
め

株
式
会
社

三
〇
〇
七
四
六

締
役
　
新
井
悠
司

機

で
と
う
ご

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ざ
い
ま
ー

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

す
Ｍ
Ａ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ワ
イ
ル
ド

山
佐
株
式

三
四
〇
六
六
五

佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

ウ
ル
フ
Ｒ

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

の
一

五
）

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ニ
ュ
ー
パ

山
佐
株
式

三
四
〇
五
五
六

佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

ル
サ
ー
Ｘ

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

の
一

五
）

山
佐
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ピ
カ
ゴ
ロ

山
佐
株
式

三
四
〇
五
〇
五

佐
野
慎
一

規
則
第
六
条
第

ウ
２

会
社

岡
山
県
新
見
市
高
尾
三
六
二
番
地

二
号
（
別
表
第

の
一

五
）

株
式
会
社
高
尾
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
男
浜

株
式
会
社

三
〇
〇
八
〇
六

内
ケ
島
敏
博

機

幸
日
本
一

高
尾

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
太
平
通

規
則
第
六
条
第

Ａ

一
丁
目
三
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
七
九
九

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
フ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

レ
ン
ズ
Ｍ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｒ
４

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
八
二
〇

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
鉄

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

戦
騎
Ｓ
Ｔ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

七
三
〇



番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

三
〇
〇
七
九
八

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
鉄

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
九

規
則
第
六
条
第

戦
騎
Ｓ
Ｔ

番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

Ｍ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
平
和
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
・
爆

株
式
会
社

三
〇
〇
七
九
六

中
島
潤

機

笑
モ
ア
イ

平
和

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二
丁
目
三

規
則
第
六
条
第

Ａ
Ｊ

〇
一
四
番
地
の
八

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

奥
村
遊
機
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
モ
グ

奥
村
遊
機

三
〇
〇
八
〇
一

役
　
奥
村
昌
美

機

ッ
テ
お
宝

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
鶴
舞
二

規
則
第
六
条
第

Ｔ

丁
目
二
番
一
八
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

七
三
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
三
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

七
三
二


